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行動・活動制限の状況

スリランカ：ビジネス活動正常化に向けた基本情報 （2021年6月7日時点）

経済活動制限

現状の制限や規制

・政府は19日、新型コロナの水際措置として5月21
日（金）から31日（月）までの間、海外からスリ
ランカ入国の禁止措置を発表。6月1日から入国再
開。
・1日あたり3,000人近い新規感染者があることから、
スリランカ政府は、全土を対象に外出規制を発表。
原則、6月14日午前4時まで外出規制が敷かれた。
当初5月25日までとされていた制限が、6月7日ま
で延長され、さらに6月14日までと、五月雨式に制
限が延長されている。

累計感染者数 205,333人

累計死亡者 累計回復者 新規感染
（週平均）

新規感染
傾向

1,742人 167,304人 約2,700人 増加

新規の経済対策

概要

・輸出収入は、輸出コンテナ出航日から180日以内にTT
等で受け取り、受け取りから30日以内に、総額の10％を
スリランカルピーに換金することが義務化。（4月9日よ
り）

6月7日現在の数字 ※出所：スリランカ保健省

現地政府による主な経済対策
企業活動における状況と課題

日系企業

• 5月末以降、PHIからコロンボ地域の住民に対し
て、シノファーム製ワクチン接種の案内あり。希望
者は指定された接種場所（お寺、集会場等）
でワクチン接種が可能となった。全体の接種スケ
ジュールが公表されておらず、当日に突如保健局
から連絡が入る。

• 港湾施設内に拠点を構える日系企業は、港湾
内企業用のワクチン数の割り当てがあり、経営層、
従業員ともに2回の接種はほぼ完了している。

• 5月後半から6月初旬にかけて、外出制限がある
なか、公共工事、建設関連、製造業の工場稼
働は制限されていない。

現地・第三国企業

• 第2回目のワクチン接収が4月末から開始。医療
従事者等が優先。

• 政府曰く、今後露製ワクチン使用が中心となる。

日本・海外からの入国制限

空港 1/21より再開、日本直行便あり

日本からの直行便

6/1-6/20 火、木、土（成田～ｺﾛﾝﾎﾞ）
6/20以降 火、水、木、土（成田～ｺﾛﾝﾎﾞ）
常に変更の可能性あるため、最新のフライト情報を要確認。

臨時便・特別便

臨時便は予定なし。

空港再開／直行便

以下のURLを参照。
https://www.jetro.go.jp/world/covid-
19/asia/#page_01

日本人の入国 6月1日から可

外務省渡航情報

レベル3：渡航中止勧告(感染症)

制限措置・入境後の隔離措置等の概要

・5月18日、日本の外務省はスリランカの感染症危険度
レベルを２から３に引き上げた。
・ス国内のクラスターが収まらないことから、5月末まで海
外からの入国禁止されていたが、6月1日より再度入国
可能となった。

入国制限措置については外務省海外安全ホー
ムページを参照。

その他の経済対策および事業者支援策等は
以下のURLを参照。
https://www.jetro.go.jp/world/covid-
19/asia/#page_lk

主要経済指標

第3四半期
実質GDP成

長率

鉱工業指数 消費者物価
指数

製造業PMI

1.5% 108.1 139.8 61.2

https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/asia/#page_01
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html#SriLanka1
https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/asia/#page_lk

